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第 2 回臨時会の日程
８月７日～ 11日（５日間）

８月７日	 		開会、提案説明、質疑、　
委員会付託

　　10日	 	委員会審査
　　11日	 	委員長報告、討論採決、　

閉会

9 月定例会の日程
９月 14日～ 10月５日（22日間）

９月14日	 	開会、提案説明、諸報告、
討論採決

　　15・16日	 正副議長選挙、委員選任等
　　24・25日	 質疑、委員会付託
　　28日	 一般質問
　　29・30日	 委員会審査
10月１日	 	委員長報告、討論採決、　

委員会審査
　　２日	 	委員長報告、討論採決、　

諸報告
　　５日	 	質疑（決算）、委員会付託、

閉会

議員定数を2人減！ 22 人に！！��～�
～行財政調査検討特別委員会の提言を受け、議員からの提案で可決しました。～　
●行財政調査検討特別委員会が最終報告をしました。
●行財政調査検討特別委員会において参考人陳述会を開催し、意見を聞きました。

総合計画策定等調査検討特別委員会設置� �
　高砂市の今後 10年間の方向性を決める総合計画に議会から提言します。

21 議案を可決しました（９月定例会）� ❹
　第２回臨時会は３議案を可決しました。�

平成 21年度一般会計を含む全会計補正予算について可決しました。（９月定例会）�❹平成 21年度一般会計補正予算について可決しました。（第２回臨時会）

決算特別委員会設置� ❷
　平成 20年度各会計の決算をチェックします。　　

一般質問で市政を問う！� ❺～❾
　10人の議員が市政全般に対する一般質問を行いました。

各常任委員会審査の概要を掲載します　���
本会議において全議員で質疑を行った後、各常任委員会で
詳細に議論しました。

高砂市議会としての決議を出しました　� �
核兵器廃絶の国際条約締結へ、政府の具体的な努力を求め
る決議

人事案件に同意しました　� �
市長から報告を受けました
市民サービスコーナー /私立幼稚園設置にかかる意見書 /
第２回高砂西港再整備技術専門委員会の報告
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新しい議会の構成決まる

議　長　生嶋　洋一
（市議当選　８回）

副議長　近藤　清隆
（市議当選　３回）

監査委員　入江　正人
（市議当選　３回）
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　　　　　　　　　　　　　　　各種委員会名簿　　　　　　◎ 委員長　　○ 副委員長

市
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

�

◎
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好　

子

�　

木　

谷　

勝　

郎�

　

入　

江　

正　

人

�　

近　

藤　

清　

隆�

　

鈴　
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典

�　

北　

畑　

徹　

也�

　

橋　

本　

芳　

和

�
正
・
副
議
長
あ
い
さ
つ

市
民
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ
り
市
議
会
に
対
し
深
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
た
び
、
９
月
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
議
員
の
皆
様
方
の
ご
推
挙
を
い

た
だ
き
、
高
砂
市
議
会
の
正
・
副
議
長
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
私
達
に
と
り
ま
し
て
、
誠
に
身
に
余
る
光
栄
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
と

と
と
も
に
、
そ
の
職
務
の
責
任
の
重
さ
に
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま

す
。厳

し
い
社
会
情
勢
が
続
く
中
で
、
金
融
不
安
は
も
と
よ
り
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
が
猛
威
を
振
る
い
社
会
的
に
不
安
状
態
に
陥
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
議
会
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
、「
安
全
安
心
な
住
み
良
い

ま
ち
づ
く
り
」
の
た
め
、
当
局
と
相
協
力
し
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
の
で
、
市
民
の
皆
様
方
に
は
、
市
政
の
推
進
に
対
し
ま
し
て
、
格
別
の
ご
支

援
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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　　　　　　　　　　　　　　　常任委員会名簿　　　　　　◎ 委員長　　○ 副委員長

◎砂川　辰義
（公明党）

○藤森　　誠
（政友会）

松本　　均
（市民クラブ）

木谷　勝郎
（市民ネットワーク）

小松　美紀江
（日本共産党）

入江　正人
（政和会）

近藤　清隆
（民主クラブ）

◎福元　　昇
（民主クラブ）

○北畑　徹也
（政友会）

秋田さとみ
（市民ネットワーク）

生嶋　洋一
（政友会）

今竹　大祐
（政和会）

鈴木　正典
（平成会）

八田美津子
（公明党）

◎横山　義夫
（民主クラブ）

○鈴木　利信
（市民ネットワーク）

北野誠一郎
（無所属）

大塚　好子
（日本共産党）

三上　秀昭
（民主クラブ）

西野　　勝
（平成会）

池本　　晃
（政友会）

橋本　芳和
（公明党）

総　務

文教厚生

建設経済
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第2回臨時会での議案概要

9月定例会での議案概要

可決した補正予算
◦��第４回平成21年度高砂市一般会計補正予算

補正予算案の主な事業
◦��女性特有のがん検診推進事業
◦��高砂市教職員不祥事防止委員会設置経費
◦��阿弥陀小学校移転改築事業（校舎、体育館、プール建
設工事）

可決したその他の議案
決　　議
◦��核兵器廃絶の国際条約締結へ、政府の具体的な努力を求める
決議

採択した陳情
◦��高砂市梅井6丁目高砂市美化センター・伊保浄化センター
東隣に建設計画の産業廃棄物中間処理施設の建設に反対
する陳情

可決した条例議案
◦��高砂市職員の互助会に関する条例の一部を改正する条例
◦�高砂市国民健康保険条例の一部を改正する条例
◦��高砂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
◦��高砂市議会議員定数条例の一部を改正する条例

その他の議案
可　　決
◦�財産の減額譲渡について
◦�財産の無償譲渡について
◦�動産の買入れについて
許　　可
◦�井奥雅樹議員の議員の辞職

同意した人事案件
◦�監査委員を選任するにつき同意を求めること
◦�公平委員会委員を選任するにつき同意を求めること

可決した補正予算
◦�第６回平成21年度高砂市一般会計補正予算
◦��第３回平成21年度高砂市国民健康保険事業特別会計補正予算
◦��第１回平成21年度高砂市下水道事業特別会計補正予算
◦��第１回平成21年度高砂市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
◦��第１回平成21年度高砂市介護保険事業特別会計補正予算
◦��第１回平成21年度高砂市水道事業会計補正予算
◦��第１回平成21年度高砂市工業用水道事業会計補正予算
◦��第１回平成21年度高砂市病院事業会計補正予算
◦��第７回平成21年度高砂市一般会計補正予算
◦��第８回平成21年度高砂市一般会計補正予算

補正予算案の主な事業
◦��滞納整理推進事業（インターネット公売システム利用料）
◦��住宅手当緊急特別措置事業（離職者への住宅・就労機会支
援手当）

◦��障害者自立支援事業
◦��重度障害者等特別給付金支給事業
◦��母子家庭高等技能訓練促進費補助金
◦��保育所建設事業（さつき保育園移転改築設計委託）
◦��高砂西港底質検査手数料

◦��豊かな海創生支援事業
◦��消費者行政活性化事業
◦��道路新設改良事業（阿弥陀小学校周辺道路整備・市道
阿弥陀 154 号線道路拡幅）

◦��救急自動車購入事業
◦��救急業務高度化備品購入事業
◦��消防団活動事業（携帯用投光器購入）
◦��感染症等対策事業（備蓄消耗品、資器材の購入）
◦��教材備品購入事業（理科教育等設備備品）
◦��小学校施設建設事業（太陽光パネル設置工事等設計委託料）
◦��中学校施設建設事業（太陽光パネル設置工事等設計委託料）
緊急雇用就業機会創出事業
◦��保育所・高砂児童学園の施設、遊具点検及び修繕等
環境整備委託事業

◦��消費者保護対策事業
◦��開発許可電子台帳作成事業
◦��建築概要書電子台帳作成事業

継続審議とした議案
◦��高砂市私債権の管理に関する条例
◦��高砂市税外公債権の徴収に関する条例
◦��平成20年度高砂市一般会計歳入歳出決算認定
◦��平成20年度高砂市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定
◦��平成20年度高砂市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定
◦��平成20年度高砂市後期高齢者医療事業特別会計歳入
歳出決算認定

◦��平成20年度高砂市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算認定
◦��平成20年度高砂市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定
◦��平成20年度高砂市水道事業会計決算認定
◦��平成20年度高砂市工業用水道事業会計決算認定
◦��平成20年度高砂市病院事業会計決算認定

陳　　情
不 採 択
◦��市営住宅入居等に関する事情調査の実施について
◦��中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを国に求める
陳情

継続審議
◦��法定道路認定に関する陳情書

　

一
般
質
問

　

市
政
全
般
に
対
す
る
一
般
質
問
は
、
高
砂
市
議
会
で
は
、
一
人
15
分
と
な
っ
て
お
り
、
２
回
ま
で
の
再
質
問
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

く
わ
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
図
書
館
や
各
公
民
館
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
「
兵
庫
県
高
砂
市
議
会
定
例
会
会
議
録
」
に
収
め
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。（
９
月
定
例
会
の
会
議
録
は
12
月
に
完
成
す
る
予
定
で
す
。）

　

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
会
議
録
の
閲
覧
検
索
が
可
能
で
す
の
で
、
ご
利
用
下
さ
い
。

議会選出各種委員会委員名簿
職　　　　　名 人数 委　　　員　　　名

議 会 推 薦 農 業 委 員 会 委 員 3 原　　繁隆 原　　亀男 森本　克彦
高 砂 市 交 通 安 全 対 策 会 議 委 員 1 生嶋　洋一
環 境 保 全 協 議 会 委 員 2 福元　　昇 藤森　　誠
東 播 臨 海 救 急 医 療 協 会 理 事 1 横山　義夫
加古川歯科保健センター運営協議会委員 1 横山　義夫
東播磨農業共済事務組合議会議員 2 鈴木　利信 北畑　徹也
高 砂 市 社 会 教 育 委 員 1 松本　　均

国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 委 員 5 木谷　勝郎
藤森　　誠

大塚　好子
橋本　芳和

横山　義夫

民 生 委 員 推 薦 会 委 員 2 鈴木　正典 砂川　辰義

高 砂 市 都 市 計 画 審 議 会 委 員 5 北野誠一郎
西野　　勝

小松美紀江
橋本　芳和

生嶋　洋一

高 砂 市 土 地 開 発 公 社 監 事 1 池本　　晃
財団法人高砂市勤労福祉財団評議員 1 福元　　昇
高 砂 西 港 再 整 備 推 進 協 議 会 委 員 1 生嶋　洋一
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政
権
交
代
に
よ
る
市
政
運
営
に
つ
い
て

ほ
か

国
民
が
審
判
し
た
新
し
い
国
政
に
地
方
自
治
の

役
割
を
果
た
す
よ
う
国
に
求
め
る　

ほ
か�

　
　

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
政
治

は
、
自
民
党
が
一
貫
し
て

政
権
を
握
り
続
け
、
そ
の
も
と

で
の
地
方
政
治
の
確
立
、発
展
、

改
革
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
先
般
の
衆
議
院
議
員

選
挙
で
民
主
党
が
圧
勝
し
、
日

本
は
政
権
交
代
と
い
う
政
治
の

節
目
を
迎
え
た
。
自
治
体
運
営

に
も
市
民
生
活
に
も
直
接
影
響

し
て
く
る
。
市
政
の
舵
取
り
に

つ
い
て
市
長
に
伺
う
。

　
　

政
権
が
か
わ
っ
て
も
、
私

の
目
指
す
市
民
の
暮
ら
し

を
守
り
、
文
化
を
は
ぐ
く
む
生

活
文
化
都
市
建
設
の
方
向
は
変

わ
ら
な
い
が
、
国
と
関
係
す
る

と
こ
ろ
は
、
そ
の
時
々
の
政
権

の
手
法
に
合
わ
せ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
国
の
制
度
、

法
律
を
守
り
な
が
ら
も
、
物
を

言
う
地
方
が
拡
大
し
て
い
く
中

で
、
対
立
で
は
な
く
協
調
、
連

携
の
構
図
で
高
砂
市
の
主
張
は

し
っ
か
り
と
申
し
上
げ
て
い
き

た
い
。

　
　

一
部
補
正
予
算
の
凍
結
も

言
わ
れ
て
い
る
が
市
長
の

認
識
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　

必
要
性
、
緊
急
性
等
を
検

討
し
た
結
果
の
事
業
化
で

あ
り
、
既
に
議
決
を
経
た
も
の

で
も
あ
る
の
で
、
結
果
と
し
て

地
方
軽
視
だ
け
が
残
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
配

慮
を
お
願
い
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　
　

社
会
保
障
分
野
に
お
い

て
、
長
寿
医
療
制
度
廃
止

等
の
社
会
保
障
分
野
に
対
す
る

認
識
を
伺
う
。

　
　

国
民
の
明
日
か
ら
の
生
活

に
直
接
か
か
わ
る
問
題
だ

け
に
、
改
正
後
の
混
乱
、
不
安

が
生
じ
な
い
よ
う
な
制
度
、
ま

た
、
政
権
交
代
の
た
び
に
変
更

し
な
く
て
も
よ
い
持
続
で
き
る

制
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
る
。

　
　

平
成
18
年
の
地
方
自
治
法

の
改
正
に
よ
り
、
公
有
財

産
の
貸
付
け
が
可
能
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
自
動
販
売
機
の
設
置

を
入
札
に
よ
り
貸
付
を
行
う
自

治
体
が
出
て
き
た
。
兵
庫
県
が

県
有
施
設
の
自
動
販
売
機
設
置

業
者
の
公
募
入
札
を
導
入
し
た

結
果
、
使
用
料
の
収
入
が
年
間

１
億
８
２
０
０
万
円
と
な
り
こ

れ
ま
で
の
約
73
倍
と
な
っ
た
。

契
約
関
係
を
目
的
外
使
用
許
可

に
よ
る
も
の
か
ら
入
札
に
よ
る

貸
付
け
契
約
に
転
換
し
、
よ
り

多
く
の
財
源
確
保
を
図
る
べ
き

だ
と
思
う
が
市
長
の
決
意
を
伺

う
。

　
　

財
源
確
保
を
図
る
た
め
、

自
動
販
売
機
の
売
り
上
げ

に
応
じ
た
額
を
徴
収
す
る
方
法

を
平
成
22
年
度
中
の
見
直
し
に

向
け
て
検
討
を
し
て
い
る
。

　

そ
の
方
法
と
し
て
、
現
在
、

各
施
設
管
理
者
が
許
可
し
て
い

る
自
動
販
売
機
の
使
用
許
可
の

理
由
を
検
討
し
た
上
で
、
行
政

財
産
の
目
的
外
使
用
と
し
て
よ

り
以
上
の
使
用
料
を
徴
収
で
き

る
方
法
、
行
政
財
産
の
貸
付
け

に
よ
り
賃
貸
料
を
徴
収
す
る
方

法
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い

る
。

問問答答問問

答答問問答答公
共
施
設
内
に
設
置
さ
れ
て

い
る
自
動
販
売
機
に
つ
い
て

公
共
施
設
内
に
設
置
さ
れ
て

い
る
自
動
販
売
機
に
つ
い
て

問問

答答

　
　

８
月
の
衆
議
院
選
挙
で
国
民

の
暮
ら
し
や
平
和
を
脅
か
し

て
き
た
自
公
政
権
が
国
民
の
き
び

し
い
批
判
を
受
け
、
歴
史
的
大
敗

を
喫
し
ま
し
た
。
制
度
設
立
の
当

初
か
ら
日
本
共
産
党
が
一
貫
し
て

反
対
を
貫
い
て
き
た
、
労
働
者
派

遣
法
の
改
正
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
や
障
害
者
自
立
支
援
法
の
廃

止
、
そ
し
て
、
廃
止
さ
れ
た
母
子

加
算
の
復
活
な
ど
、
人
間
ら
し
く

生
き
る
権
利
の
保
障
の
願
い
は
市

民
の
切
実
な
願
い
で
も
あ
り
、
市

は
新
し
い
国
政
に
対
し
強
く
意
見

を
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
　

市
と
し
て
行
う
べ
き
は
市
民

の
暮
ら
し
を
守
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
言
う
べ
き
こ
と
は
言

う
と
い
う
姿
勢
で
進
め
て
い
く
。

◆�

市
立
小
中
学
校
の
統
廃
合
は

す
べ
て
の
学
校
が
対
象
と
な

り
、
国
の
教
育
費
削
減
の
た

め
に
大
掛
か
り
な
動
向
が
あ

り
ま
し
た
。

　

�　

統
廃
合
の
是
非
に
つ
い
て
。

　
　

子
供
の
教
育
に
ど
の
よ
う
な

影
響
が
あ
る
の
か
。

　
　

少
子
化
が
進
む
と
、
学
校
の

小
規
模
化
に
よ
る
児
童
・
生

徒
同
士
の
人
間
関
係
づ
く
り
や
学

習
指
導
、
学
校
運
営
の
面
か
ら
も

活
性
化
が
難
し
い
状
況
に
な
る
の

で
、
教
育
環
境
の
確
保
を
念
頭
に

対
応
策
に
つ
い
て
協
議
し
て
い

る
。

　
　

学
校
は
地
域
に
と
っ
て
か
け

が
え
の
な
い
役
割
が
あ
り
地

域
を
維
持
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な

い
施
設
で
あ
る
。

　
　

学
校
が
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
核
に
な
り
、
特
に
小

学
校
は
地
域
防
災
拠
点
施
設
も
併

せ
も
っ
て
お
り
「
重
要
な
拠
点
」

に
な
る
こ
と
は
、
ご
指
摘
の
と
お

り
で
あ
り
、
小
学
校
の
統
廃
合
等

を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
十
分
に

参
酌
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

　
　

行
政
や
議
会
が
一
方
的
に
進

め
る
の
で
は
な
く
住
民
合
意

の
尊
重
を
正
面
に
か
か
げ
る
。
な

ど
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
　

今
後
、
学
校
の
適
正
規
模
、

適
正
配
置
を
進
め
る
に
あ

た
っ
て
、
庁
内
検
討
委
員
会
で
一

定
の
結
論
を
得
た
後
、
議
会
を
含

め
地
元
関
係
者
に
も
十
分
に
説
明

し
、
ご
理
解
ご
協
力
を
得
な
け
れ

ば
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

　
　

同
和
特
別
法
の
終
結
か
ら

七
年
、
現
行
の
役
割
を
一

旦
終
結
さ
せ
市
民
参
加
で
活
用

の
見
直
し
を
。

　
　

同
和
問
題
だ
け
で
な
く
、
人

権
問
題
に
関
す
る
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
た
が
、
や
は
り
検
証

等
必
要
な
項
目
も
あ
り
ま
す
の

で
、
今
後
は
見
直
し
を
考
え
て
い

き
た
い
。

　
　

本
市
の
市
民
農
園
は
す
べ
て

農
園
利
用
タ
イ
プ
で
あ
り
、

小
規
模
な
も
の
が
大
部
分
で
あ

る
。
近
年
は
市
民
農
園
の
好
適
地

が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
新
し
く
設
置
さ
れ
る
市
民
農

園
は
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
で
あ

る
。
今
後
は
農
家
、
農
協
等
の
関

係
機
関
と
連
携
し
、
県
費
補
助
を

活
用
し
た
貸
し
農
園
タ
イ
プ
の
規

模
の
大
き
な
市
民
農
園
の
開
設
に

つ
い
て
、
補
助
事
業
の
内
容
及
び

必
要
な
条
件
等
を
調
査
、
研
究
し
、

有
休
農
地
の
活
用
に
努
め
て
い
き

た
い
。

問問答答学
校
の
統
廃
合
は

�

慎
重
な
対
応
を

学
校
の
統
廃
合
は

�

慎
重
な
対
応
を

問問答答

問問答答問問答答

「
み
の
り
会
館
」
の
あ
り
方

を
見
直
す
こ
と
を
求
め
る

「
み
の
り
会
館
」
の
あ
り
方

を
見
直
す
こ
と
を
求
め
る

問問答答市
内
遊
休
農
地
を
市
民
農
園

と
し
て
有
効
活
用
の
計
画
を

求
め
る

市
内
遊
休
農
地
を
市
民
農
園

と
し
て
有
効
活
用
の
計
画
を

求
め
る

答答
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「
核
兵
器
も
戦
争
も
な
い
世
界
の
実
現
」
を
め
ざ
し
て　

ほ
か

　
　

被
爆
64
年
の
い
ま
、
世
界

が
大
き
く
動
い
て
い
ま
す
。

米
国
の
オ
バ
マ
大
統
領
が
「
核

兵
器
の
な
い
世
界
」
に
む
け
て

の
演
説
を
行
い
ま
し
た
。
日
本

共
産
党
の
志
位
委
員
長
は
、
そ

の
実
現
の
た
め
の
道
筋
を
提
起

す
る
書
簡
を
送
り
米
国
か
ら
感

謝
の
返
事
が
届
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
米
国
が
核
兵
器
の
な
い

世
界
実
現
に
向
け
具
体
的
な
政

策
を
追
求
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
日
本
政
府
は
「
核
の
傘
」

を
要
求
。
そ
の
上
日
米
核
密
約

文
書
を
交
わ
し
長
い
間
国
民
を

欺
い
て
き
ま
し
た
。
非
核
平
和

都
市
宣
言
を
し
て
い
る
高
砂
市

の
市
長
と
し
て
オ
バ
マ
大
統
領

の
演
説
を
ど
う
受
け
止
め
ら
れ

た
の
か
。

　
　

唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る
日

本
の
立
場
か
ら
、
ま
た
、

高
砂
市
も
非
核
都
市
の
宣
言
を

し
て
い
る
面
か
ら
、
我
が
国
の

取
り
組
み
と
一
致
す
る
歓
迎
す

べ
き
提
案
で
あ
る
。

　
　

北
朝
鮮
の
核
実
験
、
核
密

約
へ
の
見
解
を
お
聞
か
せ

下
さ
い
。

　
　

全
国
市
長
会
に
お
い
て
、

核
実
験
の
実
施
に
対
す
る

抗
議
と
核
兵
器
の
廃
絶
を
求
め

る
緊
急
決
議
を
行
っ
て
い
る
。

　
　

学
校
教
育
で
の
平
和
学
習

の
取
り
組
み
は
ど
う
さ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　

教
科
書
や
資
料
、
戦
争
体

験
者
か
ら
の
聞
き
取
り
を

通
し
て
、
戦
争
の
悲
惨
さ
や
平

和
の
大
切
さ
、
人
の
命
の
大
切

さ
を
学
習
し
て
い
る
。

　
　

今
年
４
月
か
ら
介
護
認
定

基
準
が
大
改
悪
さ
れ
ま
し

た
。
介
護
費
削
減
の
た
め
に
要

介
護
度
を
低
く
し
サ
ー
ビ
ス
が

受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
で
す
。
高
砂
市
の
認
定
状
況

は
。

　
　

９
月
15
日
現
在
、
更
新
分

と
し
て
１
、０
４
４
人
の
申

請
を
受
け
、そ
の
う
ち「
非
該
当
」

と
認
定
さ
れ
た
人
の
割
合
は

２
・
８
％
の
前
年
度
同
時
期
の

１
・
９
倍
で
、
要
介
護
１
ま
で
の

軽
度
と
認
定
さ
れ
た
人
を
合
わ

せ
た
割
合
は
全
体
の
６
９
・
３
％

と
前
年
同
時
期
よ
り
１
１
・
４
ポ

イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
。

　
　

新
規
、
区
分
変
更
な
ど
経

過
措
置
の
対
象
外
の
方
へ

対
応
は
ど
う
さ
れ
る
の
か
。

　
　

今
回
の
見
直
し
の
趣
旨
、

内
容
を
個
別
に
お
知
ら
せ

し
て
い
く
。

　
　

介
護
従
事
者
の
処
遇
改
善

の
た
め
３
％
介
護
報
酬
が

ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し
た
が
反
映
さ

れ
て
い
る
の
か
お
た
ず
ね
し
ま

す
。

　
　

市
内
30
事
業
者
に
対
し
て

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

し
、
21
事
業
者
か
ら
回
答
を
い

た
だ
き
、
う
ち
３
事
業
者
に
つ

い
て
は
、
基
本
給
、
手
当
、
賞

与
に
つ
い
て
見
直
し
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
15
事
業
者
か
ら
年

度
内
に
処
遇
改
善
を
予
定
し
て

い
る
と
回
答
を
い
た
だ
い
て
い

る
。

　
　

不
妊
治
療
は
経
済
的
負
担

が
大
き
く
公
的
補
助
の
拡

充
が
必
要
で
す
。
拡
充
を
求
め

る
意
見
を
国
に
上
げ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

市
と
し
て
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
補
助
は
考
え
て
い
な

い
が
、
医
療
保
険
の
適
用
化
を

含
め
、
公
的
補
助
の
拡
充
を
求

め
て
い
き
た
い
。

問問答答問問答答

問問答答介
護
認
定
の
新
基
準
に

�

つ
い
て

介
護
認
定
の
新
基
準
に

�

つ
い
て

問問答答問問

答答介
護
従
事
者
の

�

処
遇
改
善
に
つ
い
て

介
護
従
事
者
の

�

処
遇
改
善
に
つ
い
て

問問答答不
妊
治
療
に
つ
い
て

不
妊
治
療
に
つ
い
て

問問答答

大
塚 

好
子

法
華
山
谷
川
及
び
間
の
川
周
辺
の
治
水
対
策
に

つ
い
て　

ほ
か

　
　

間
の
川
区
域
が
浸
水
被
害

に
遭
う
大
き
な
要
素
は
、

間
の
川
か
ら
法
華
山
谷
川
に
流

れ
出
る
水
門
が
川
幅
の
半
分
に

も
満
た
な
い
点
で
す
。
ポ
ン
プ

に
よ
る
排
水
よ
り
も
よ
り
有
効

な
自
然
排
水
が
出
来
る
よ
う
早

急
に
対
処
し
、
浸
水
被
害
防
止

に
努
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
来
年
度
よ
り
法
華

山
谷
川
の
県
に
よ
る
改
修
工
事

が
再
開
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て

お
り
、こ
の
機
会
を
逃
が
さ
ず
、

早
急
に
水
門
の
増
設
に
つ
い
て

県
と
協
議
し
対
策
を
講
ず
る
べ

き
と
考
え
ま
す
が
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　

た
だ
、
水
門
増
設
は
、
あ
く

ま
で
も
阻
害
要
件
の
一
つ
の
解

決
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。
間
の

川
の
流
域
面
積
が
高
砂
市
の
４

倍
以
上
に
も
な
る
加
古
川
市
と

も
協
議
の
上
、県
が
中
心
と
な
っ

て
恒
久
的
な
解
決
策
を
立
て
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。
佐
用
の
二
の
舞
に
な

ら
な
い
よ
う
早
急
な
決
断
が
必

要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　

高
潮
時
は
ゲ
ー
ト
を
閉
め

て
ポ
ン
プ
排
水
に
切
り
替

え
る
こ
と
か
ら
増
設
の
効
果
は

得
ら
れ
な
い
が
、
引
き
潮
と

な
っ
た
時
、
水
位
を
下
げ
る
時

間
の
短
縮
に
繋
が
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
サ
イ
ホ

ン
の
改
修
に
合
わ
せ
、
樋
門
の

改
修
に
つ
い
て
兵
庫
県
に
要
望

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

　

今
後
、
間
の
川
の
浸
水
対
策

と
し
て
、
短
期
的
な
取
り
組
み

と
し
て
は
、
排
水
ポ
ン
プ
の
増

設
、
し
ゅ
ん
せ
つ
に
よ
る
河
川

断
面
の
確
保
、
は
け
口
増
設
な

ど
を
行
な
い
た
い
と
考
え
て
い

る
。

　

ま
た
、
長
期
的
な
対
策
と
い

た
し
ま
し
て
は
、
調
整
池
の
検

討
や
現
在
の
普
通
河
川
か
ら
準

用
河
川
、
そ
し
て
２
級
河
川
の

指
定
に
向
け
、
加
古
川
市
の
協

力
を
求
め
な
が
ら
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　

工
事
開
始
か
ら
27
年
経
っ

て
、
い
ま
だ
全
線
開
通
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の

間
、
車
の
全
損
、
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
の
破
損
、
車
の
立
ち
往
生
に

よ
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
い
ま
だ

に
続
い
て
い
る
の
が
現
実
で

す
。
10
月
か
ら
の
工
事
が
完
成

し
て
も
ま
だ
、
あ
と
２
０
０
ｍ

以
上
残
る
の
が
現
状
で
す
。
今

後
の
進
捗
状
況
を
下
水
の
布
設

も
視
野
に
入
れ
、
何
年
度
に
完

成
す
る
の
か
、
ま
た
、
事
故
が

発
生
し
て
い
る
交
差
点
に
、
信

号
機
は
、
い
つ
つ
く
の
か
お
答

え
下
さ
い
。

　
　

残
り
区
間
２
０
０
メ
ー
ト

ル
の
工
事
に
つ
い
て
平
成

22
年
度
に
水
路
の
暗
渠
化
工
事

を
行
い
、
平
成
23
年
度
に
下
水

道
工
事
と
調
整
の
中
、
道
路
整

備
を
完
了
す
る
予
定
で
あ
り
、

開
通
前
に
交
通
規
制
の
変
更
に

つ
い
て
公
安
委
員
会
と
協
議
を

進
め
、
信
号
設
置
に
つ
い
て
要

望
し
て
い
く
予
定
と
し
て
い

る
。

問問

答答市
道
79
号
線
工
事
の
再
開
に

つ
い
て

市
道
79
号
線
工
事
の
再
開
に

つ
い
て

問問答答

入
江 

正
人
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大
木
曽
水
路
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染

汚
泥
処
理
事
業
は
環
境
省

が
定
め
る
「
底
質
の
処
理
・
処

分
等
に
関
す
る
暫
定
指
針
」
に

適
合
し
て
い
る
か
。

　
　

工
法
に
つ
い
て
は
、
現
地

固
化
処
理
工
法
で
施
行
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
工
法
は
、「
底

質
の
処
理
・
処
分
等
に
関
す
る

暫
定
指
針
」
に
適
合
し
た
事
業

で
あ
る
。

　
　

西
港
盛
立
地
の
「
技
術
検

討
専
門
委
員
会
」
報
告
書

に
お
け
る
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
関
係
法
規

の
適
用
関
係
」
と
同
様
、「
環

境
基
本
法
」「
土
壌
汚
染
対
策

法
」「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
」「
Ｐ
Ｃ
Ｂ

廃
棄
物
特
措
法
」「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等

規
制
に
関
す
る
県
条
例
」
こ
れ

ら
法
令
の
適
用
は
な
い
の
か
。

　
　

高
砂
西
港
盛
立
地
の
Ｐ
Ｃ

Ｂ
汚
染
土
に
係
る
技
術
専

門
委
員
会
の
報
告
書
に
あ
る
西

港
盛
立
地
の
法
適
用
の
考
え
方

と
同
様
に
、
関
係
法
令
の
適
用

は
な
い
。

　
　

大
木
曽
水
路
は
農
業
用
水

路
、
事
業
主
体
は
市
単
独

か
。
ま
た
費
用
負
担
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
。
Ｓ
53
年
当
時
の
よ
う
に
、

企
業
に
費
用
負
担
を
求
め
る

「
公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負

担
法
」
の
適
用
は
な
い
の
か
。

環
境
面
、
西
港
再
整
備
と
整
合

性
を
持
た
せ
、
国
、
県
の
合
同

事
業
と
は
で
き
な
い
か
。

　
　

今
回
の
大
木
曽
水
路
再
整

備
は
、
老
朽
化
し
た
水
路

の
再
整
備
が
目
的
で
あ
り
、
公

害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法

の
公
害
防
止
事
業
に
該
当
し
な

い
。

　

国
や
県
と
の
合
同
事
業
に
つ

い
て
は
、
現
在
行
っ
て
い
る
調

査
で
複
数
案
の
概
略
設
計
を
行

い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
算
事
業
費

を
算
出
し
、
関
係
機
関
（
国
交

省
、
環
境
省
）
や
兵
庫
県
な
ど

に
、
補
助
メ
ニ
ュ
ー
等
の
有
無

も
含
め
て
、
働
き
か
け
を
行
い

た
い
。

大
木
曽
水
路
の
管
理
上
の

�

問
題
に
つ
い
て

　
　

盛
立
地
は
企
業
の
所
有
地

で
あ
り
、
一
般
市
民
の
立

ち
入
り
が
、
原
則
禁
止
さ
れ
て

い
る
が
、大
木
曽
水
路
は
水
路
・

水
路
敷
き
に
覆
土
を
施
し
て
お

り
、
一
般
市
民
は
自
由
に
立
ち

入
り
が
で
き
、
遊
歩
道
と
し
て

も
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、
環
境

基
本
法
、
環
境
基
準
の
観
点
か

ら
も
好
ま
し
い
管
理
状
況
と
い

え
る
か
。

　
　

固
化
処
理
土
は
、
覆
土
及

び
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
パ
ネ
ル

で
覆
わ
れ
て
お
り
、
一
般
市
民

が
直
接
汚
染
土
と
触
れ
る
こ
と

が
な
い
こ
と
か
ら
、
人
体
へ
の

影
響
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　

今
後
、
計
画
さ
れ
て
い
る

高
砂
西
港
の
ア
ク
セ
ス
道

の
整
備
、
沖
浜
平
津
線
の
南
進

は
可
能
な
の
か
盛
立
地
と
同

様
、「
恒
久
対
策
」
と
し
て
Ａ

全
量
撤
去
、
Ｂ
現
地
身
無
害
化

処
理
、
Ｃ
現
地
封
じ
込
め
な
ど

安
全
面
、
環
境
面
を
考
慮
し
た

対
策
を
検
討
・
市
民
と
協
議
し

た
上
で
決
断
を
下
す
こ
と
が
必

要
で
は
な
い
か
。

　
　

固
化
処
理
土
を
掘
削
又
は

移
動
す
る
な
ど
の
必
要
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
法
的
な
整

理
を
す
る
必
要
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
県
及
び
技
術
専
門
委
員
会

の
意
見
を
聴
い
て
対
応
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。

問問答答問問答答問問

答答問問

答答問問答答

大
木
曽
水
路
は
パ
ン
ド
ラ
の
箱
か　

ほ
か

　
　

日
曜
日
や
祝
日
、
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
な
ど
の
長

期
休
暇
の
最
終
日
の
夜
に
な
る

と
、
と
た
ん
に
憂
う
つ
感
が
起

こ
り
、
頭
痛
や
め
ま
い
、
吐
き

気
な
ど
の
症
状
が
出
る
と
い

う
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
出
社
拒

否
の
典
型
的
な
状
態
を
、
サ
ザ

エ
さ
ん
症
候
群
と
呼
ぶ
そ
う
で

あ
る
。

　

近
年
、
う
つ
病
や
燃
え
尽
き

症
候
群
と
も
い
わ
れ
る
バ
ー
ン

ア
ウ
ト
対
策
が
、
官
公
庁
や
企

業
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
そ
う

で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
症
状

は
、
仕
事
の
で
き
る
有
能
な
職

員
や
中
間
管
理
職
に
多
い
と
さ

れ
、
体
調
を
崩
し
休
職
を
繰
返

す
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
ス
ム
ー
ズ

な
職
場
復
帰
は
本
人
の
努
力
だ

け
で
は
困
難
と
さ
れ
る
。
仕
事

や
家
庭
、
健
康
面
の
悩
み
な
ど

社
会
復
帰
を
営
む
う
え
で
誰
に

で
も
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
市
に
あ
っ
て
は
、
職
場
の

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
、
う
つ
対
策

な
ど
、
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ

て
い
る
の
か
。

　
　

職
員
み
ず
か
ら
が
ス
ト
レ

ス
に
対
処
す
る
た
め
の
セ

ル
フ
ケ
ア
や
、
管
理
職
が
中
心

と
な
っ
て
よ
り
よ
い
職
場
環
境

を
つ
く
る
た
め
の
ラ
イ
ン
ケ
ア

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
研
修
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
り
、
ス
ト
レ
ス
に
対

す
る
知
識
、問
題
の
早
期
発
見
、

ス
ム
ー
ズ
な
職
場
復
帰
等
、
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
対
す
る
職
員

の
知
識
や
意
識
の
向
上
を
図
っ

て
い
る
。

　
　

教
育
は
人
な
り
と
、
昔
か

ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

個
々
の
教
師
の
持
つ
能
力
が
、

学
校
教
育
の
成
否
を
左
右
す
る

も
の
で
あ
り
、
学
校
教
育
と
は

児
童
生
徒
や
保
護
者
は
も
ち
ろ

ん
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
の

厚
い
信
頼
の
う
え
で
成
り
立
つ

も
の
で
あ
る
。

　

今
年
度
に
な
り
市
内
Ｎ
小
学

校
の
校
長
が
、
県
の
迷
惑
防
止

条
例
で
逮
捕
さ
れ
、
さ
ら
に
Ｋ

中
学
校
と
Ｈ
中
学
校
の
教
師

が
、
音
楽
関
係
団
体
の
公
金
横

領
疑
惑
と
、
市
民
の
信
頼
を
揺

る
が
す
不
祥
事
が
多
発
し
て
い

る
。
教
育
長
に
は
教
育
行
政
の

信
頼
回
復
の
た
め
、
い
か
な
る

方
策
を
実
施
さ
れ
て
い
る
の

か
。

　
　

教
職
員
の
不
祥
事
事
件

で
、
教
育
に
対
す
る
信
頼

を
大
き
く
損
ね
た
こ
と
は
、
誠

に
遺
憾
に
思
っ
て
い
る
。

　

今
後
は
、
高
砂
市
教
職
員
不

祥
事
防
止
委
員
会
で
の
検
討
内

容
を
受
け
な
が
ら
、
教
職
員
の

不
祥
事
の
発
生
を
防
止
す
る
た

め
、
教
育
公
務
員
と
し
て
の
倫

理
観
を
高
め
る
教
職
員
研
修
等

を
実
施
し
、
服
務
規
律
の
徹
底

を
図
り
、
幼
児
、
児
童
、
生
徒
、

保
護
者
及
び
地
域
住
民
か
ら
の

学
校
教
育
へ
の
信
頼
を
回
復
す

る
た
め
、
全
力
で
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
。

　
　

市
内
の
小
中
学
校
の
施
設

は
、
災
害
時
に
は
市
民
の

み
な
さ
ん
の
避
難
場
所
に
も
な

る
が
、
こ
の
学
校
や
幼
稚
園
施

設
の
防
災
防
火
対
策
は
万
全
で

あ
る
の
か
。
屋
内
消
火
設
備
、

表
示
灯
、自
動
火
災
警
報
装
置
、

非
常
放
送
設
備
な
ど
の
損
傷
の

有
無
は
確
認
を
さ
れ
、
適
正
に

補
修
や
交
換
は
な
さ
れ
て
い
る

の
か
。
防
火
管
理
者
が
決
め
ら

れ
、
消
防
計
画
も
定
め
ら
れ
て

い
る
の
か
、
ご
教
示
い
た
だ
き

た
い
。

　
　

各
学
校
の
消
防
用
設
備
に

つ
い
て
は
、
毎
年
８
月
及

び
２
月
頃
に
委
託
に
よ
り
学
校

園
の
消
防
用
設
備
の
保
守
点
検

を
実
施
し
て
い
る
。
点
検
を
行

う
な
か
で
消
防
用
設
備
点
検
結

果
報
告
書
の
提
出
を
受
け
、
不

良
箇
所
等
指
摘
さ
れ
た
内
容
を

確
認
し
た
後
、
消
防
本
部
へ
報

告
を
し
て
い
る
。

問問答答

問問答答

問問答答

職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス　

ほ
か

北
野 

誠
一
郎

松
本 　

均
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長
年
行
革
に
取
り
組
ん
で

き
た
が
、
一
向
に
改
善
し

な
い
。
事
業
費
削
減
を
主
と
し
、

長
期
に
及
ん
だ
た
め
、
改
革
本

来
の
目
的
を
見
失
っ
た
の
で
は
。

目
的
は
財
政
再
建
の
は
ず
だ
が
、

市
の
見
解
は
。

　
　

簡
素
、
効
率
的
な
行
政
体

を
つ
く
り
、
市
民
福
祉
の

増
進
を
図
る
た
め
の
社
会
基
盤
、

福
祉
の
整
備
を
行
え
る
経
営
基

盤
、
財
政
基
盤
を
つ
く
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。

　
　

第
４
次
行
革
大
綱
を
策
定

中
だ
が
、
過
去
の
反
省
を

踏
ま
え
、
財
政
再
建
を
阻
害
す

る
最
大
要
因
に
焦
点
を
当
て
、

短
期
集
中
型
で
進
め
る
べ
き
だ

が
、
市
の
方
針
は
。

　
　

実
施
時
期
と
数
値
目
標
を

明
確
に
し
た
年
度
ご
と
の

実
施
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
を

評
価
・
監
視
し
、
市
民
に
公
表

す
る
中
で
改
革
を
推
進
す
る
。

　
　

教
師
の
不
祥
事
が
連
続
し

て
発
生
し
た
が
、
市
内
小

中
学
校
の
全
教
職
員
に
対
す
る

専
門
職
と
し
て
の
意
識
向
上
策

と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
。

　
　

全
教
職
員
に
緊
急
ア
ピ
ー

ル
を
出
し
、
県
教
委
か
ら

の
通
知
を
も
と
に
指
導
す
る
よ

う
、
園
長
・
校
長
に
周
知
し
た
。

　

今
後
は
教
職
員
の
全
体
研
修

の
開
催
等
を
重
ね
、
不
祥
事
発

生
の
防
止
と
学
校
教
育
へ
の
信

頼
回
復
に
努
め
る
。

　
　

中
学
生
の
金
銭
盗
難
事
件

や
集
団
暴
行
事
件
が
発
生

し
た
が
、
そ
の
後
の
当
該
生
徒

へ
の
対
応
、
他
の
生
徒
や
他
校

へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
対
応
策

を
聞
く
。

　

ま
た
、
小
学
校
へ
の
影
響
も

あ
る
と
耳
に
す
る
が
、
小
学
校

に
お
け
る
対
応
策
は
。

　
　

体
育
大
会
や
自
主
学
習
支

援
、
ス
ポ
ー
ツ
の
指
導
等
、

当
該
生
徒
と
の
関
係
作
り
に
取

組
ん
で
い
る
。

�　

市
内
全
中
学
校
に
お
け
る
高

砂
警
察
等
を
交
え
た
生
徒
指
導

担
当
者
会
で
、
学
校
間
の
生
徒

の
交
流
を
把
握
し
、
協
力
し
て

指
導
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

　

中
学
校
生
活
の
正
常
化
を
図

る
こ
と
で
、
小
学
生
の
中
学
校

生
活
へ
の
不
安
を
取
り
除
き
、

「
量
販
店
へ
の
出
入
り
を
し
な

い
」「
午
後
５
時
に
帰
宅
す
る
」

等
の
指
導
を
重
ね
、
問
題
行
動

の
解
消
に
努
め
て
い
く
。

産
業
活
力
の
増
進
に

�

つ
い
て

　
　

毎
年
度
執
行
さ
れ
る
各
事

業
に
つ
い
て
、
市
内
業
者

を
優
先
す
べ
き
だ
が
、
市
の
考

え
は
。

　
　

特
殊
工
事
、
大
規
模
工
事

等
を
除
い
た
建
設
工
事
に

お
い
て
は
、
市
内
に
本
店
・
営

業
所
等
を
有
す
る
者
を
入
札
参

加
資
格
要
件
と
す
る
郵
便
応
募

型
条
件
付
一
般
競
争
入
札
を
実

施
し
て
い
る
。

　
　

明
姫
幹
線
南
地
区
や
関
電

跡
地
な
ど
へ
の
企
業
誘
致

と
宝
殿
駅
南
や
高
砂
駅
前
な
ど

の
再
開
発
を
積
極
的
に
進
め
る

べ
き
だ
が
、
市
の
考
え
は
。

　
　

市
街
化
調
整
区
域
に
お
け

る
地
区
計
画
の
策
定
基
準

を
作
成
中
で
あ
り
、
検
討
を
進

め
て
い
く
。

　

関
電
跡
地
に
つ
い
て
は
い
ろ

い
ろ
な
場
で
鋭
意
、
勧
誘
し
て

い
る
が
、
具
体
的
な
進
出
話
は

ま
だ
な
い
。

　

駅
前
の
整
備
は
地
域
活
性
化

の
第
一
歩
で
あ
り
、
特
に
宝
殿

駅
に
つ
い
て
は
、
加
古
川
市
と

も
協
議
し
、
進
め
て
い
く
。

市
政
全
般
に
渡
る
政
策
立

案
専
門
チ
ー
ム
を
市
長
直

轄
で
組
織
す
る
べ
き
と
考

え
る
が
、
市
長
の
見
解
は

　
　

企
画
政
策
課
に
そ
の
役
割

が
あ
り
、
政
策
等
の
発
信
、

受
信
を
庁
内
的
に
も
行
っ
て
い

る
。
現
行
で
の
機
能
を
ま
ず
高

め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
。

問問答答問問答答子
供
達
の
健
全
育
成
に

�

つ
い
て

子
供
達
の
健
全
育
成
に

�

つ
い
て

問問答答

問問答答問問

答答問問答答答答

行
財
政
改
革
に
つ
い
て　

ほ
か

藤
森 　

誠

　
　

昨
年
、
高
砂
市
内
の
家
族

が
食
べ
た
「
ひ
と
く
ち
餃

子
」
の
中
に
残
留
基
準
値
の
約

３
０
０
倍
の
メ
タ
ミ
ド
ホ
ス
が

含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
今
後
同

様
の
事
件
発
生
時
に
集
団
発
生

も
考
え
ら
れ
る
が
、
生
命
に
か

か
わ
る
集
団
食
中
毒
発
生
時
に

お
け
る
行
政
当
局
の
体
制
整
備

を
ど
の
よ
う
に
す
す
め
て
き
た

か
。

　
　

ま
ず
受
診
医
療
機
関
か
ら

加
古
川
健
康
福
祉
事
務
所

に
通
報
、
届
け
出
が
入
り
、
立

ち
入
り
調
査
の
上
、
患
者
に
対

す
る
健
康
調
査
を
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
休
日
、

夜
間
で
も
対
応
で
き
る
シ
ス
テ

ム
に
な
っ
て
お
り
、
結
果
を
踏

ま
え
、
市
健
康
増
進
課
に
メ
ー

ル
等
に
よ
り
連
絡
が
来
る
流
れ

と
な
っ
て
い
る
。

　
　

本
件
に
お
い
て
市
民
に
ど

の
よ
う
に
情
報
提
供
し
て

い
く
の
か
。

　
　

生
命
に
か
か
わ
る
集
団
食

中
毒
等
の
発
生
に
お
い
て

は
、危
機
管
理
室
と
連
携
を
し
、

あ
ら
ゆ
る
広
報
手
段
を
用
い
、

周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
く
。

災
害
時
の
農
地
に
対
す
る

�

対
応
に
つ
い
て

　
　

八
月
に
発
生
し
た
兵
庫
県

西
・
北
部
豪
雨
で
県
は
河

川
整
備
計
画
案
を
見
直
す
方
針

を
固
め
た
と
報
道
さ
れ
て
い

る
。
高
砂
市
で
も
過
去
に
お
い

て
河
川
氾
濫
に
よ
る
床
上
浸
水

被
害
が
あ
っ
た
。
高
砂
市
の
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
の
各
種
対
応

策
は
人
的
被
害
を
想
定
し
た
対

策
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
財
産

に
お
け
る
被
害
、
特
に
農
地
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を

講
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
。

　
　

台
風
や
集
中
豪
雨
な
ど
で

農
地
が
被
災
し
た
場
合
、

１
箇
所
の
復
旧
工
事
費
が
40
万

円
以
上
か
か
る
場
合
は
、
国
の

農
地
災
害
復
旧
事
業
に
よ
り
補

助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

復
旧
工
事
は
、
市
や
農
協
が
事

業
主
体
に
な
り
実
施
す
る
も
の

で
、
こ
の
場
合
、
農
家
の
負
担

率
は
50
％
以
内
と
な
る
。ま
た
、

水
稲
の
被
害
に
関
し
て
は
、
東

播
磨
農
業
共
済
事
務
組
合
が
農

業
災
害
補
償
法
に
基
づ
き
実
施

し
て
い
る
水
稲
共
済
制
度
が
あ

り
、
被
害
の
程
度
に
よ
り
、
最

高
70
％
ま
で
補
償
さ
れ
る
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

�

対
策
に
つ
い
て

　
　

一
般
市
民
向
け
窓
口
に
相

談
件
数
は
98
件
に
も
の
ぼ

り
、
市
民
の
不
安
に
対
し
て
行

政
側
か
ら
十
分
情
報
提
供
さ
れ

て
い
ま
す
か
。

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧

で
き
な
い
高
齢
者
等
へ
の
情
報

提
供
、
周
知
徹
底
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
。

　
　

広
報
た
か
さ
ご
、
自
治
会

の
回
覧
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
防
災
行
政
無
線
、
Ｂ
Ａ
Ｎ

Ｂ
Ａ
Ｎ
テ
レ
ビ
、
防
災
ネ
ッ
ト

た
か
さ
ご
、
災
害
ベ
ン
ダ
ー
自

動
販
売
機
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ー

ド
、
報
道
機
関
等
々
あ
ら
ゆ
る

情
報
媒
体
を
活
用
し
情
報
提
供

し
て
い
く
。

　
　

刻
々
と
変
化
す
る
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
の
広

報
・
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
ス
ピ
ー
ド
あ
る
伝
え

方
、
頻
度
は
。

　
　

国
、
県
と
十
分
な
情
報
交

換
を
行
う
と
と
も
に
、
感

染
拡
大
に
注
視
し
、
関
係
機
関

と
緊
密
な
連
携
、
調
査
、
連
絡
、

調
整
を
行
い
な
が
ら
、
必
要
な

情
報
を
適
時
、
市
民
に
提
供
し

て
い
く
。

問問答答問問答答

問問答答

問問答答問問答答

危
機
対
応
業
務
に
つ
い
て　

ほ
か

北
畑 

徹
也
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高
野
孟
氏
は
、
戦
後
体
制

を
明
治
以
来
の
官
僚
主
導

体
制
と
置
き
換
え
、
戦
前
の
臣

民
は
戦
後
に
国
民
と
な
り
、
高

度
成
長
期
に
は
そ
れ
は
社
員
と

重
な
り
あ
っ
た
が
、
１
９
８
０

年
前
後
日
本
が
成
熟
先
進
国
の

仲
間
入
り
を
果
た
し
た
辺
り
か

ら
、
国
民
な
い
し
社
員
は
市
民

へ
と
変
貌
し
始
め
た
、
と
い
う

時
代
状
況
が
今
回
の
政
権
交
代

の
背
景
に
あ
る
と
論
評
し
て
い

ま
す
が
、
政
権
交
代
に
対
す
る

市
長
の
見
解
を
お
尋
ね
し
ま

す
。

　
　

国
民
か
ら
市
民
へ
と
い
う

時
代
認
識
と
ま
さ
し
く

合
致
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に

思
っ
て
い
る
。

　
　

中
央
集
権
か
ら
地
域
主
権

へ
、
国
家
・
会
社
中
心
か

ら
市
民
中
心
の
社
会
へ
の
変
革

と
い
う
認
識
か
ら
、「
子
供
手

当
」
に
対
す
る
市
長
の
評
価
を

お
尋
ね
し
ま
す
。

　
　

現
実
的
な
経
済
的
支
援
だ

け
で
な
く
、
企
業
の
理
解

を
得
な
が
ら
も
仕
事
優
先
の
社

会
の
あ
り
方
の
改
革
を
図
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
提
示
を
さ
れ
た
と
思
っ
て
い

る
。

　
　

市
指
定
文
化
財
40
の
う
ち

35
が
寺
社
関
連
で
す
。
現

在
の
高
砂
市
の
大
半
が
海
岸
線

の
後
退
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
き

た
歴
史
を
市
民
の
視
点
か
ら
把

握
す
る
と
い
う
文
化
財
行
政
の

変
革
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　
　

常
に
市
民
の
視
点
に
立

ち
、
文
化
財
行
政
に
取
組

ん
で
お
り
、
法
律
・
条
例
上
の

規
定
に
基
づ
き
、
専
門
家
の
力

を
得
な
が
ら
実
施
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
　

街
の
歴
史
が
急
速
に
失
わ

れ
て
い
る
現
状
か
ら
、
県

で
も
未
指
定
文
化
財
の
保
護
が

課
題
と
な
っ
て
お
り
、
神
戸
市

の
よ
う
な
「
地
域
文
化
財
」
制

度
を
導
入
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

　
　

本
市
の
場
合
は
、
文
化
庁

委
託
「
文
化
財
総
合
的
把

握
モ
デ
ル
事
業
」
も
実
施
し
て

お
り
、
指
摘
の
件
は
、
研
究
課

題
と
し
て
検
討
し
て
い
き
た

い
。

　
　

豊
か
な
税
収
か
ら
す
れ

ば
、
非
効
率
な
財
政
運
営

で
は
な
い
か
。

　
　

現
実
の
財
政
運
営
は
、
改

善
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
う

こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。

　
　

自
主
的
な
財
政
計
画
と
目

標
設
定
の
た
め
、
財
政
健

全
化
条
例
を
制
定
す
べ
き
で
は

な
い
か
。

　
　

現
時
点
で
条
例
を
制
定
す

る
考
え
は
な
い
。
地
方
財

政
健
全
化
法
に
基
づ
き
、
四
つ

の
指
標
に
よ
る
財
政
状
況
の
判

断
、
財
政
状
況
の
公
表
を
行
う

と
と
も
に
、
中
期
財
政
計
画
に

基
づ
く
計
画
的
な
財
政
運
営
、

行
財
政
改
革
の
着
実
な
推
進
、

監
査
委
員
及
び
議
会
に
よ
る

チ
ェ
ッ
ク
を
通
じ
て
、
財
政
運

営
の
健
全
化
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
。

問問答答問問答答

問問答答問問答答

問問答答問問答答

「
地
域
文
化
財
」
制
度
の
導
入
を　

ほ
か

　
　

今
回
の
台
風
と
同
様
の
降

雨
量
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
ど
の
よ
う
な
被
害
状
況
が

生
ず
る
の
か
。

　
　

河
川
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
に
、
一
級
河
川
加
古
川

以
下
市
内
の
中
小
河
川
が
は
ん

濫
し
た
場
合
と
、
二
級
河
川
が

は
ん
濫
し
た
場
合
の
浸
水
想
定

区
域
を
地
図
で
明
示
し
て
い

る
。

　
　

佐
用
町
の
よ
う
な
危
険
箇

所
に
つ
い
て
の
調
査
と
、

対
象
地
域
に
対
す
る
告
知
は
あ

る
の
か
。

　
　

避
難
勧
告
・
避
難
指
示
に

つ
い
て
は
、
防
災
行
政
無

線
や
市
広
報
車
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
等
最
大
限
活
用
し
お
知
ら
せ

す
る
。

　
　

今
回
の
教
訓
と
し
て
、
大

水
害
が
発
生
し
た
場
合
の

避
難
方
法
を
再
検
討
す
る
必
要

は
。

　
　

台
風
等
被
害
が
予
測
さ
れ

る
場
合
、
６
時
間
前
か
ら

自
主
避
難
場
所
と
し
て
、
各
公

民
館
を
開
放
す
る
。

　
　

子
ど
も
に
も
、
災
害
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
等
に
進
ん
で
参

加
・
体
験
を
さ
せ
る
よ
う
な
方

策
を
す
べ
き
で
は
。

　
　

各
学
校
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
地
域
や
学
校
、
児
童

生
徒
の
実
情
を
踏
ま
え
て
適
切

に
判
断
す
る
と
と
も
に
、
教
育

計
画
に
基
づ
き
、
教
師
の
適
切

な
指
導
の
も
と
で
実
施
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。

　
　

高
砂
市
の
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
応
募
状
況
は
。

　
　

個
人
31
名
、
団
体
12
団
体

の
登
録
申
請
を
い
た
だ
い

て
い
る
。

　
　

高
砂
市
と
し
て
、
組
織
的

に
他
市
の
災
害
の
救
援
を

積
極
的
に
支
援
し
て
い
く
姿
勢

が
必
要
だ
と
考
え
る
が
、
市
長

の
見
解
は
。

　
　

今
回
の
佐
用
町
の
災
害
に

対
し
て
は
、
高
砂
市
と
し

て
各
災
害
協
定
に
基
づ
き
職
員

の
派
遣
を
実
施
し
て
い
る
。
水

道
給
水
活
動
、
廃
棄
物
処
理
活

動
、
消
防
活
動
、
被
害
家
屋
調

査
及
び
り
災
証
明
発
行
等
の
事

務
援
助
に
つ
い
て
協
定
に
よ
り

適
時
職
員
を
派
遣
。

　

本
市
で
は
災
害
救
援
策
の
一

環
と
し
て
、
本
年
１
月
に
県
外

８
府
県
９
市
町
と
「
市
町
村
広

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
災
害
時
相
互

応
援
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結

し
て
い
る
。
今
ま
で
兵
庫
県
下

の
自
治
体
の
み
の
協
定
締
結
で

あ
っ
た
が
、
大
き
な
災
害
が
発

生
し
た
場
合
に
同
時
に
被
害
に

見
舞
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ

と
か
ら
、
県
外
自
治
体
と
の
相

互
協
定
を
締
結
し
、
積
極
的
な

支
援
体
制
も
整
え
て
い
る
。

地
球
温
暖
化
に
つ
い
て

　
　

温
室
効
果
ガ
ス
25
％
削
減

に
対
す
る
高
砂
市
の
現
状

と
対
策
は
。

　
　

市
の
施
設
と
し
て
は
、
Ｃ

Ｏ
２
排
出
量
全
体
の
７

割
弱
を
占
め
る
美
化
セ
ン
タ
ー

の
対
策
が
重
要
課
題
で
あ
り
、

ご
み
減
量
化
に
向
け
た
さ
ら
な

る
推
進
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、

高
砂
市
の
地
域
特
性
と
し
て

は
、
製
造
業
が
排
出
す
る
温
室

効
果
ガ
ス
の
比
率
が
他
市
に
比

べ
て
も
非
常
に
高
い
状
況
で
、

製
造
業
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
削

減
対
策
が
計
画
策
定
の
重
要
課

題
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　

総
合
的
な
検
討
委
員
会
を

発
足
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
。
市
内
の
民
間
企
業
と

の
連
係
状
況
は
。

　
　

現
時
点
で
温
室
効
果
ガ
ス

削
減
の
た
め
の
市
内
企
業

と
の
具
体
的
な
連
携
は
な
い

が
、
計
画
策
定
段
階
に
お
い
て

全
庁
的
な
仕
組
み
・
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　委員会では本会議での質疑で出された論点を踏まえ、詳細に専門的に審査を行います。

第 2回臨時会
総務常任委員会

当委員会では２日間にわたり、補正予算 1件を審査しました。主な論点は以下のとおりです。全会一致で
可決となりました。
●��法人市民税の税収見込みについては当初に比べて６億円減収予定であり、市税償還金が当初よりも３億円
増加予定で、併せて９億円の歳入が減るといった状況を踏まえ、早急に財政対応をすべきとの指摘があり
ました。
　副市長にも出席を求め、財務部長名で「平成 21 年度予算の執行等について（緊急通知）」という文書も
送付されたとのことであるが、政策会議も開催せず、本来は市長か副市長で出すべきであることが指摘さ
れ「全庁的に厳しい財政議論を行い、３月までの執行・補正については財政的に慎重に留意する」との答
弁がありました。

●��財政調整基金の残高については、10 億 7，191 万 3，000 円ということが報告されました。20 年度当初予算
の財政調整基金からの繰入れが 18 億円という前例を見ても、22 年度予算編成に向けて危機的な状況であ
り、当局からは「20 年度決算剰余金の全額の繰り越しをめざす。減収補てん債の活用により、着実な財政
運営に努めたい」との答弁を受けました。

文教厚生常任委員会
●��女性特有のがん検診推進事業においては、受診率 50％の根拠について、がんによる死亡者 20％減少を目
標としており早期発見を行うための受診率を50％と定めたものであるとの報告を受けました。委員からは、
幅広い年齢層での受診率向上につなげていただきたいとの意見がありました。

●��教職員不祥事防止推進事業及び研修事業については、情報の共有化が出来ていない、実態把握ができてい
ない点がある等の指摘がありました。当局からは、服務規程に基づいた綱紀粛正を含めた不祥事防止委員
会を設置するとともに、継続的な取組みとしていきたいとの答弁がありました。

●��小学校施設建設事業については、改築工事執行スケジュールを二週間程度執行を前倒ししたプロセスをし
ているとの説明を受けました。また、設計後のＰＴＡ等の対応については、再度意見を求めるとともに、
可能な面は対応していきたいとの答弁がありました。さらに、全室空調化については、現段階では盛りこ
んでいないが、配管等のスペースは確保している。特別支援教室については空調設置予定としているとの
答弁がありました。

9月定例会
総務常任委員会

　総務常任委員会に付託されました、平成 21 年度一般会計補正予算及び、事件議案３件、条例議案４件につ
いて、本会議の質疑を踏まえ、参考資料の説明も受け、審査の結果、平成 21 年度一般会計補正予算、事件議
案３件については、全員異議なく原案了承しました。
　条例議案４件の内、２件については、原案訂正の結果、継続審査となりました。他の２件については、全
員異議なく原案了承しました。
　また、当委員会に付託された陳情については不採択と決しました。
○�条例議案の審査においての継続審査について�
　��　債権管理条例を定めることについて、特に私債権において、議決を必要とする①債権放棄の限度額②訴
えの提起の専決額は議会の権利と責任であり、慎重な審査を行うために継続審査となりました。今後、しっ
かりと議論をしていきます。

文教厚生常任委員会
　当委員会では、３日間にわたり、動産の買い入れ２件、条例議案１件と補正予算を審査しました。９月に
民主党中心政権が誕生し、自公政権時の補正予算の見直し、執行停止が予想される中での審査となりました。
高砂市として、今後の国等の動向にかかわらず執行を行うもの、今後の国等の動向を判断した後に執行を行
おうとするものに区分され、議論がされました
○  動産の買い入れでは、小・中学校におけるサーバー及びコンピューター購入で、国からの交付決定がない
状況下で事業を執行していた事実がありました。このことは、高砂市財務規則に抵触していることから今
後事務執行については、十分留意するように指摘を行い了としました。

○  さつき保育園移転改築設計委託料について、設計単価が高いのではないか、に対し、資料の説明を受け、
了としました。

委員会審査の概要を報告します
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参考人公聴会で意見を聞きました

　行財政調査検討特別委員会では市民に開かれた議会をめざ

し、議会改革の議論を進めました。その中で、「議員定数問題

について」議員推薦２名、「開かれた議会について」公募３名

と議員推薦８名の方からご意見をいただきました。

　高砂市議会では皆様のご意見を参考にしながら、市民に開か

れた議会に向けて努力してまいります。貴重なご意見、誠にあ

りがとうございました。

○��後期高齢者医療事業特別会計では、反対者からは、設置当時から高齢者に評判が悪いこと、民主党も廃止
を打ち出している等の意見がありましたが、賛成多数で可決されました。

○��報告事項では、新型インフルエンザに関しての「発生時に対する対応」「健康管理マニュアル」「ワクチン
接種事業について（案）」について説明を受けました。

建設経済常任委員会
　当委員会に付託された平成 21 年度補正予算４件（一般会計・下水道会計・水道会計・工業用水道会計）に
ついては本会議での質疑を踏まえ、参考資料の説明も受け、審査の結果、全員異議なく原案了承しました。
また当委員会に付託された陳情のこと２件のうち、１件を継続審査とし、１件を不採択としました。
○��高砂西港底質調査につきましては、県、高砂西港再整備推進協議会、高砂西港再整備技術専門委員会と、
連携して今後の対応を進めて行きたい。また、今回の調査結果については、議会への報告、市民への広報
を速やかに行うとの答弁がありました。

○��阿弥陀小学校周辺道路整備については、教育委員会と十分協議し、歩道橋も含めた通学路の安全対策を万
全に行って行きたいとの答弁がありました。

平成 21 年９月 14 日
高砂市議会議長
生　嶋　洋　一　�様� 行財政調査検討特別委員会

委員長　井�奥　雅�樹

行財政調査検討特別委員会報告書（抜粋）

　本委員会は、「行財政についての総合的な調査研究」を目的として、平成 21 年３月定例会において設置され、平成 21 年３月 31
日に第１回の委員会を開催して以来平成 21 年９月８日まで計 21 回にわたり委員会を開催し、調査研究を行った。
　ついては、調査研究した結果についてまとめたので、次のとおり報告する。

１　特別委員会設置等
略

２　特別委員会で取り上げたテーマについて
委員会で議論を行ってきたテーマは以下のとおり。
⑴ごみ処理関係について
⑵市民サービスコーナーについて
⑶学校の適正規模、適正配置について
⑷幼保の統廃合について
⑸市民病院について
⑹図書館について
⑺第４次行政改革について
⑻議会改革について
⑼補助金のあり方について
⑽人権施策について
⑾まちづくりについて（農地法改正、明姫幹線南地区事業、ユー・アイ・タウン構想）
⑿土地開発公社について
⒀施設利用振興財団、勤労福祉財団について

　そのうち、⑴から⑹に関しては中間報告において報告を行い、その後、行政から反映についての回答も得た。
　また、この回答をもとにして、教育委員会と懇談も行った。
　⑺以降のその他の課題について、順次報告する。
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３　⑺第４次行政改革大綱について
　数度にわたって議論をしたが、大きなポイントである「中期財政計画の財源不足額に相当するだけの改革案」が未成熟なため、
９月８日現在でも素案すら示されない状態である。
　当局の議論の未成熟さや決断の先送りを批判したい。
　市民からも「本来ならば行政側から早く案を出すべきであった」との発言があった。
　そもそも、当委員会の発足は「2009 年６月に議会に計画を示して、平成 21 年度（2009 年）中に実施する」という第４次行
政改革大綱を議会として議論するためのものであった。当局のさらなる努力を求める。
　何より毎年の予算編成の調整に頼ることなく、中長期の理念を市長がしっかりと持つことが必要である。

４　⑻議会改革について
■定数削減について
　議員定数の削減については、人口や面積のバランス、他市の動向をふまえ定数２削減で提案する。
　市民からは「以前に定数削減運動を市民レベルでおこなったが、議会では否決となった」「国も小さな政府を目指そうとい
う考えがあり、そういう方向に全国的に動いている」「議員活動を根本的に考え直してほしい、本当に民意を聞く活動をして
いるのか」という削減賛成の立場からの意見があった。
　報酬については「数を減らして報酬はそのまま」とした意見もあった。
　一方で削減反対の意見もあった。
　反対の立場の市民からも「地方自治法で上限が定められている定数を法の精神に反して減らすことになる」「定数削減も行
政改革の一環として提案されているが、一般会計全体に占める議会費は１％程度である」「立候補しやすい機会が保障されな
くなる」とあった。
　また、「経費削減であれば報酬削減の方がよりまし」とした意見もあった。
　なお、委員会全体の合意として、削減か現状維持のいずれにしても議員が日常的に、あるいは議会全体として市民の意思
を反映させる努力を続けなければいけないのは当然である。仮に削減が実施されるとしても、そのことによって議会が市民
に遠い存在になってはいけない。
　いずれにしても、改選時期まで１年を切っている中、削減か定数維持かは今年９月議会中に結論を出すことをのぞむ。

■議会改革について
　高砂市は資料の提出、議会と行政の緊張関係、活発な質疑といった意味で他市にも誇れる議会運営の伝統がある。
しかしながら、休憩への批判が陳述会での市民意見で多く見られたように、現状の議会運営にも課題が多い。「なあなあ」「シ
ナリオどおり」の形式的な議会運営ではなく、一方で市民が傍聴しても論点がわかりやすい議会運営の改革に向けて、さら
なる努力がのぞまれる。
　そこで、委員会としては以下の提言を行う。
　９月より改選となる新しい議会運営委員会でさらなる議論を行い、かつ部分的な試行を繰り返しながら提言を受け入れた
改革を進めていただきたい。
　実施にあたっては、会議規則の変更などさまざまな手段の検討が必要であろうが、そうした研究も同時に行うことを求める。

（提言内容）
　□質疑について
　○通告制とセットで時間制を導入する。（「総括質疑」といった名称を使う）
　　ただし、重要な論点に対しては、別の時間帯で「３回質疑」を行う。
　（案）
　【総括質疑】
　　歳出１款から３款といった現在の区切りで、１人 10 分（質疑のみ答弁含まず）質疑は会派単位で行う。
　　ただし、会派間の時間融通も議会運営委員会で承認の上認める。
　　集中質疑の時は、他会派による関連質疑やその場での資料提出待ち時間は認めない。
　　休憩も定例休憩以外は行わないこととする。
　【集中質疑】
　�　一定の区切り（一般会計終了）の時点で議会運営委員会を開催し、重要論点に関して現行の質疑３回制度に基づく質疑を
行う。（「集中質疑」といった名称を使う）

　（案に沿った流れのイメージ）
　�　議長による質疑内容の宣言→�各部長による説明→�総括質疑→�議会運営委員会（論点の設定）→�集中質疑→�委員会付託
　※総括質疑は、全員協議会の「一般会議」でも適宜導入する。

　□代表質問・一般質問の一問一答制度、夜間休日議会の導入など
　【一問一答制、登壇】　
　　代表質問の２回、一般質問の３回の制限をはずし、一問一答制度とする。
　　１回目も登壇するかどうかは自由とする。（自席の場合は原稿読み台を備品として考える）
　【時間制限の導入】
　　時間制限を導入し、代表質問は１時間（質疑のみ答弁含まず）、一般質問は 30 分（質疑のみ答弁含まず）とする。
　【一般質問、代表質問】
�　　一般質問、代表質問は可能な限り夜間休日議会で行う。
　【テーマの設定】
　�　テーマに関しては「集中テーマ」を議会運営委員会で１本～３本設定し、質問者はそれに沿った質問と自身の興味のある
質問を組み合わせて質問する。

　□資料請求
　○議会運営委員会後に熟読期間を設け、可能な限りの資料要求をその時点で受ける。
　　�議長団や議会事務局と当局は、資料要求表の資料が適切に提出されているかどうかをチェックして総括質疑にのぞむ。
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　　※�総括質疑の時間中も議論の流れの中での資料要求は認め、集中質疑の段階で提出する。集中質疑以外のテーマについては、
委員会で提出して議論する。

　□討　　論
　○�当初予算の一般会計など議会運営委員会で定めた重要案件に関しては、各会派による討論を行う。この討論に関しては、会
派名や所属議員名も含めて議会だよりに掲載する。

　□会派単位について
　○代表質問を除き、総括質疑や討論においては少数意見も配慮して、１人会派も会派として認めて運用する。

　□日程について
　○遵守が基本である。ただし、二点で留意が必要である。
　　まず、特に議会運営委員会が議案の困難度なども含め、十分な議論の上で日程を設定することがのぞましい。
　　�次に、行政側の報告ミスや重要事件の発生など突発的事項においては「日程ありき」ではなく、審議内容を重視すべきである。
　　集中質疑や全員協議会、諸報告の活用なども考え、議会運営委員会の役割はここでも大きくなる。

　□教育委員会委員長の出席
　○節目の際には出席いただく。
　　３月当初の教育費の審査、重要な時の全員協議会など。

　□政策立法の重要性
　○議会の役割として政策的な条例の立法がますます重要となる。
　　�　市の「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例」の立法経験を活かし、地方自治法の追加議決条項（第

96 条第２項）の活用なども研究すべきである。

　■市民に開かれた議会について
　当委員会では特に市民に開かれた議会に向けて議論を成熟させるために、市民からの意見を募集する「公開参考人陳述会」
を実施した。
　その主な内容と提言への反映状況は別紙に記載した。

　　また、委員会としてはそうした声も受け、以下のような改革を求める。
□インターネット放映について
　　市民に開かれた議会を実現するために、現在より開かれた広報を実現する必要がある。
　　経費の調査を行い、適切な方法を検討する。
　�　なお、議会費全体の費用を考え、定数削減あるいは報酬削減により議会費全体の削減を実現し、その上で広報費を捻出す
ることがのぞましい。

　　（例えば、定数２削減、あるいは報酬 10％削減で年 2000 万円の効果。そのうちの 1／４として 500 万円程度）
　　方式としてインターネット放映が考えられる。
　　いずれにしても、録画中継という方式で議会開催後の翌月をめどに行う。
　�　また、休憩や審議中断は好ましくないので、初日の説明、時間制導入後の質疑、あるいは一般質問、討論採決といった限
定した内容がふさわしいと思われる。

　　なお、現在でも録画された内容については無償配布しているので、もっと広報をすべきである。
　�　さらにDVDなどの放映装置を導入し、公民館など公的施設単位で議会開会の翌月より録画されたものを流すことも検討すべきである。
　�　インターネット中継と公民館など公的施設での放映については、22 年度に一部試行し、23 年度中に導入すべきである。

□傍聴について
　傍聴活動の推進は市民に開かれた議会の根本である。
　しかしながら、「議会に来ても休憩ばかり」「資料がないので何が議論されているのかわからない」「せっかく傍聴に来ても
聞くだけで終わる」という市民の声を聞く。
　そこで、傍聴に来ていただく活動を推進すると同時に傍聴に来て市議会での議論がわかりやすくする対策を実施する。

［１］休憩時の説明
・�議事進行を行う議長あるいは委員長は、休憩の際には、休憩の理由や再開時間のめど、再開時のお知らせ方法などを説明
するように努める。
　なお、予定された本会議での休憩の場合は、議長の進行手持ち資料にも反映させる。
・�議会事務局は上記の配慮が実施されるように事務的に議長あるいは委員長と相談する。議会時のみの臨時職員配置（仮称
「議会コンシェルジュ［案内人］）も考える。
　※�説明の職員は議会案内の腕章や名札をつけて傍聴人にわかりやすくし、議長や委員長と連絡して再開のめど（最低○分）
などが説明できるように努める。

［２］議会資料の閲覧
・�議会での議論をわかりやすくするために「議会資料の閲覧」を本議会、全委員会で実施する。
　�最低限、その日最初の資料はファイルにて閲覧可能にすることとし、随時提出された資料に関しては、休憩など節目の時
期にファイルに追加されるように努める。
　また、部数に関しても傍聴人の人数などで配慮する。
・�議会資料の配布に関しては、現在も本議会や委員会終了後に「情報公開コーナー」での請求という方式で実施している。
閲覧資料のファイルにも説明を書くなどして現状の方式をさらに広報する。
・委員会での議員名札導入により、発言者がわかるようにすべきである。
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［３］市役所側の議案の説明について
・議案説明の方式を変更し、「市民への説明」にふさわしい方式にすべきである。
　�現在は延々とした市役所側の説明が続き、議会のスピード感を損ね、傍聴時の退屈感を増大している。議案説明の目的を「議
会を通しての市民への説明」と再定義し、説明方式を簡潔にわかりやすくすべきである。
　�具体的には、現在の一つずつの事項説明ではなく、当初予算でいえば「予算の政策目的」を各部局長が宣言するとした方
式がのぞましい。
　�いわば市長の提案理由説明の部局長版とする。特に教育委員会においては教育委員長が出席して政策意図を説明すべきである。

［４］傍聴しやすい議会開催について（夜間、休日議会など）
・�議会傍聴の推進のために、働いている人や子育て中の方が傍聴しやすい議会開催に努める
　�具体的には、代表質問や一般質問、あるいは一般会議は土日、休日、あるいは夜間の時間帯での実施を考える。
　ただし、職員の疲労や時間外手当発生も考え、幹部のみの出席など運用に工夫が必要である。
・�上記の議会の際には、事前申し込みをもとにした保育士の配置、手話、字幕上映など子育て中や障がいをもつ方の参加し
やすい方式を配慮すべきである。
・傍聴しやすい議会開催のために、日程についての目安を定めることも必要である。
　�原則として定例議会は○月第◎週△曜日とか、閉会中の委員会審査も毎月第◎週△曜日といった形である。当然変更はあ
るとしても、一つの目安を示すことは傍聴者を増やすことに役立つであろう。
　�また、一般質問、代表質問（可能ならば本会議質疑も）のおおまかな内容の公表も考えるべきである。ＨＰ、公的施設の
掲示板を活用することも必要である。
　�一般質問や陳情、請願の委員会審査の日程は固定化し、陳情者や請願者にも知らせるべきである。また、休憩中の主旨説
明も行うようにすべきである。

［５］傍聴人の発言について
　市民の参加意識の向上、傍聴時の満足さから考え、傍聴人の発言は議長や委員長の秩序の中で導入していくべきである。
　方式としては、現在も行われている休憩中の発言（いったん休憩を取り、傍聴人の発言を求め、場合によっては委員長が
記録に残す）という形がのぞましい。
　ただし、運用については配慮がのぞまれる。一般会議、あるいは委員会での報告事項や委員会勉強会など「意思形成過程」
で市民の意見を議会として聞くという場面がふさわしい。また、請願や陳情で請願者や陳情者の意思を確認する目的での発
言も積極的に導入すべきである。
　ただし、賛否に関わる部分は、感情的なやりとりになる危険性もあり、委員長の厳格な秩序維持が前提である。
なお、法的にも認められており、運用実績のある参考人質疑や公聴会も積極的に導入すべきである。

［６］日程のお知らせ
　日程のお知らせなどのために、公民館などの公共施設に「議会専用掲示板」を設置し、各種お知らせを行うべきである。

□議会報告会の実施について
・�市民に開かれた議会として、議員が自ら議会での審議や議会としての考えを示すことは非常に重要である。特に市長と市
職員と議員の役割が混同されている地方自治においては、二元代表の片方の意思を市民に説明することはこれからますま
す重要になる。
　市内に出張して議論を行う議会報告会の実施を研究すべきである。
　�ただし、議会として一致したテーマ（議会改革の報告、総合計画における議会の役割部分など）、公平性が担保されること
がふさわしい。先進地のように出席議員の選抜くじの導入、自分の地元以外の場所に出席する、議員個人の意見を述べず
議会としての考えを紹介するといった方式がのぞましい。
　他にも市長の地域ミーティングに正式に議員が説明員として出席するといったやり方での実施も考えられる。
　�実施にあたっては、条例化なりの法的、制度的位置づけが必要である。
　また、実施をしない場合は責任をもって市民に公開する方式を考えるべきである。

□その他
　○全員協議会の位置づけの再確認と一般会議の実施

　全員協議会が「市政の報告の場」であるのか、「意思形成過程」なのかがあいまいになっている。全員協議会を明確に「市
政報告（と一定のやりとり）」と「一般会議（意思形成過程のやりとり）」に区分し、議長が招集するとした原則を確認す
べきである。
　具体的には、現在のように「市長が開催を要望」という形を改め、議長が開会を宣言し「本日の報告事項は◎◎件、一
般会議事項は◎◎件。詳細については市長に説明させます」といった形で始めるのがふさわしい。
特に一般会議においては、全会派からの意見を求めることがふさわしいので、議会改革で検討中の会派による時間制導入
も考えるべきである。
　一般会議については、場合によっては市民の意見聴取も検討すべきである。
また、議事録についても本会議と同様にインターネットでの公開をすべきである。

　○議会基本条例について
　全国でも先進自治体が導入されている。今回の特別委員会でも学習と意見交換を行ったが、引き続き研究を続けるべきである。
　ただ、高砂市の場合は条例化よりも実態としての運用を優先させることとする。
　まずは「市民に開かれた議会（インターネット放映）」「一問一答」「議会報告会」「一般会議」といった先進施策を実質的に
導入する。これは条例化と同等の公開制を持つ「議会運営委員会での申しあわせ」などによって行う。（ホームページでの公
開など）
　こうした作業の上で定着や運用実績をみながら議会選挙による改選もはさみながら、３年後をめどに条例化の議論を再
度行う。市民からは「早急な実施を」との声もあった。
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５　⑼補助金のあり方について
　委員会提出資料によれば、高砂市全体の補助金額は、平成 19 年度決算ベース総額５億６千万円（うち一般財源４億１千万円）
にものぼる。ここにメスをいれない限り、行政改革は進まない。
　第３次行政改革大綱では「サンセット方式（期限を区切っての支給）」導入が提案されている。また、全庁的に「補助金につ
いての評価を実施し、結果を集約する」という形で、各部ヒアリングをしているという状況は確認したが、各部の担当者が見直
しをする形であり、十分な議論が行われているとは思えない。現状維持を第一にする可能性が大きい。
まず、事業ごとに補助金要綱を整備することが必要である。
　また、補助金の導入の経過の確認、現状の意義など必要性の議論を再度確認すべきである。
　次に 22 年度予算段階、少なくとも 22 年度中に方向性を出すことが必要である。
　最低限、担当以外の職員、市民も巻き込んだ議論の場が必要である。
　特に市観光協会、市人権教育協議会などは事業仕分けの対象でもあり、改廃についての結論を出すべきである。
　千葉県我孫子市のようないったん全廃し、市民委員会で復活するものを検討するという先進事例なども研究し、根本的な見直
しをはかるべきである。

６　⑽人権施策について
　同和対策特別措置法の失効に伴い、広く人権一般に施策を展開する方針にもかかわらず、前例主義として十分な見直しや転換
が図れていない部分がある。
　まず、みのり会館における人員配置を根本的に見直すべきである。サービスコーナーですら来年度から嘱託職員１人、臨時職
員１人という配置を考えている中、正規職員２人、嘱託職員２人の配置はバランスを欠く。配置の根本的な見直しが必要である。
　次に、みのり会館における事業も見直しが必要である。例えば、健康増進事業においては「米田地区、中筋地区」のみが対象
となっており、理解しがたい。
　例えば「障がい者関係健康相談」や「在住外国人健康相談」のような市民のニーズに合い、人権施策として適切な事業執行に
努めるべきであろう。みのり会館の運営委員にも特定の団体より３名というのもバランスを欠くので、根本的な見直しと広く新
しい人権団体にも門戸を開くべきである。
　また、校区人権協議会に関しては、委託費という性質も含め、各自治会に広く薄く渡すといった安易な事務執行にならないよ
うに、かつ先進的な取り組みをしている校区をモデルに底上げを図ることがのぞましい。

７　⑾まちづくりについて（農地法改正、明姫幹線南地区事業、ユー・アイ・タウン構想）
　民間への柔軟な参入を認めた農地法改正については、「自給率の低下や遊休地の増加など日本農業の問題点への解決の一歩」
と評価する一方、「企業による経済優先の農業政策であり、問題点が多い」とする批判もあった。
　しかし、いずれにしても都市計画法の改正も含め、「農地保全」「開発抑制」という国全体の流れは確かである。その中で高砂市
が長年追い求めてきた「明姫幹線南地区の市街化区域編入」や「小松原区画整理事業」構想も根本的な計画見直しが必要となる。
　ユー・アイ・タウン構想にしても、当初の計画実現が不可能な部分に関してはすでに実績のある都市計画の変更も含めて、より
良いまちづくりの構想が必要となる。具体的には、複合福祉センター（仮称）を中心とした福祉ゾーンのあり方が問題となる。
　小さな開発を積み重ねた結果、道の行き止まりが多いなど高砂市のまちづくりとして反省点も多い。住民の求めているところ
（合意形成）とリーダーシップを発揮して方向性を示すこと（統治能力）とのバランスをいかにしてとるかがポイントとなる。
　いずれにしても、総合計画および都市計画マスタープランの策定時期である来年度までの期間に市民や議会、行政がしっかり
とした議論を行う必要がある。

８　⑿土地開発公社について
　「米田多目的広場」「高砂港駅跡地」「ユー・アイ・タウン整備用地」の３つの大きな土地問題を解決することが必要である。市
としても事業化の時期を明示することがもっとも重要であるが、一方で事業化が実現できない場合の対処策も必要である。
　きちんと事業化をできない理由を市民や議会に明示し、その上で売却や賃貸といった手法にかかることがのぞましい。いずれ
にしても、来年度までに策定予定の土地開発公社の計画の素案を早急に市民や議会に示すべきである。

９　⒀施設利用振興財団、勤労福祉財団について
　公益法人をめざすという方針が示されているが、公益性のある事業が半分以上を占めることが大きな条件であり、現在の状況
では、到底認可される状況にはない。法人格のみとなる一般財団法人となる可能性が大きい。
　この場合は、財産要件は必要なくなり、１億円の出資の意味はない。
　高砂市としては、22 年度中に「公益法人」「一般法人」「解散」の３つの選択肢から意思を示すべきである。
　また、勤労福祉財団が目指していた「勤労者の福祉」というのは、企業福祉が不十分な中小企業労働者への福祉であったが、
現在はその意義は少なくなっている。
　施設利用振興財団との統合や出資金（特に施設利用振興財団の１億円）の返金など、法律改正の経過措置期間（平成 25 年 11
月末まで）の間に根源的な議論が必要である。
　少なくとも、22 年度中あるいは 23 年度の早いうちに意思表示が必要である。
　なお、委員からは解散に関しても議論をすべきではないか、また、存続するにしても、理事会、評議委員会のあり方、市との
関係については、根本的に考え直すべきであるとの意見もあった。

10　最後に
　中間報告、そして今回の報告を通じて特別委員会で取り上げた課題は市政の重要な課題といえる。特別委員会としては第一段
階の議論を成熟させたという役割を報告するとともに、今後は市議会で継続して議論することを求める。
特に市民サービスコーナーの問題は今年 12 月に予定されている条例提案に向けて行政に議論を成熟させる努力を求めたい。
　また、本委員会の大きな目的である第４次行政改革大綱においては、行政の内部調整のまずさから当初のスケジュールから大
幅に遅れている状態であり、十分な議論ができなかった。
　これもまた今年 12 月には大綱を示すということであるが、11 月臨時会をめどに素案を提示すべきである。
今後も、行政の努力を求めるとともに、市議会においても当委員会に代わる専門の委員会を設置して、議論を成熟させる必要及
び行政改革の執行を監視する必要性を提言する。総合計画の議論ともあわせ、意思決定機関としての役割を果たすべきである。
　以上で、委員会の報告のまとめとする。
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高砂市議会からのお知らせ
高砂市議会本会議記録の公開

　高砂市議会の会議記録は冊子の形で図書館や各公民館に配置して、市民の
皆様に閲覧できます。また、高砂市のホームページ上では、本会議記録の検
索システムを導入しています。これは平成 12年３月定例会以降の本会議記録
について、様々なキーワードから検索できるというもので、簡単に審議の状
況を確認いただけます。（9月定例会の会議録は 12月に完成する予定です。）

高砂市議会本会議映像の提供
　平成18年６月定例会より高砂市議会本会議等の録画をしております。
　映像記録の交付を希望される方は、複写のためのＶＨＳテープまたはＤＶ
Ｄ－Ｒのディスクと申請書を添えて議会事務局まで申し出てください。申請
後約 10日程度でお渡しできます。
　ただし、本会議の会期中は複写などの作業ができないため、会期中の申請は、
閉会日の翌日に申請されたものとして処理いたします。
　なお、正式な記録が必要なかたは会議録をご覧下さい。

本会議・委員会はどなたでも傍聴できます
　次の定例会は 12 月に開会の予定ですので、日程その他詳しいことは４４３－
９０５１（議会事務局）までお問合せください。
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総合計画策定等調査検討特別委員会　◎�委員長�　○�副委員長
第 4次総合計画策定に向け、策定基盤となる諸課題について調査研究を行います。
	 ◎八　田　美津子	 ○鈴　木　正　典
	 　松　本　　　均	 　木　谷　勝　郎
	 　大　塚　好　子	 　入　江　正　人
	 　近　藤　清　隆	 　藤　森　　　誠

専決処分をしたものにつき承認を　　
求めることについて
第５回平成 21 年度高砂市一般会計補正予算
（職員互助会訴訟経費及び市道上において発生した
事故の損害賠償）

賛成者
� 松本　　均� 今竹　大祐� 入江　正人
� 近藤　清隆� 三上　秀昭� 横山　義夫
� 福元　　昇� 鈴木　正典� 西野　　勝
� 北畑　徹也� 池本　　晃� 藤森　　誠
� 橋本　芳和� 八田美津子� 砂川　辰義

反対者 �
� 北野誠一郎� 木谷　勝郎� 鈴木　利信
� 秋田さとみ� 大塚　好子� 小松美紀江

高砂市議会議員定数条例の一部を改正
する条例を定めることについて

賛成者
� 今竹　大祐� 入江　正人� 池本　　晃
� 北畑　徹也� 藤森　　誠� 横山　義夫
� 松本　　均� 北野誠一郎� 木谷　勝郎
� 鈴木　利信� 秋田さとみ� 橋本　芳和
� 八田美津子� 砂川　辰義� 近藤　清隆
� 三上　秀昭� 福元　　昇� 鈴木　正典
� 西野　　勝

反対者
� 大塚　好子� 小松美紀江

第２回臨時会において決議しました。
●�核兵器廃絶の国際条約締結へ、政府の具体的な努
力を求める決議
内容については高砂市議会ホームページをご覧いただくか、高
砂市議会事務局までお問い合わせ下さい。

決議の
こと

高砂市議会のホームページ
http://www.city.takasago.hyogo.jp
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